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 令和７年 第１２回三芳町教育委員会（１１月臨時会）会議録 

開 会 日 時 令和７年１１月２７日（木） 午後１時３０分 

閉 会 日 時 令和７年１１月２７日（木） 午後２時００分 

開 催 場 所 三芳町総合体育館 ３階 小会議室２ 

教 育 長 古川 慶子 

会議を主宰した者の職名・氏名  教育長 古川 慶子 

 職   名 氏   名 出 欠 適 用 

委員の出席状況 

委 員 

（教育長職務代理者） 
  池上  善一 出 席   

委 員   島田  喜昭 出 席  

委 員   多胡  晴子 出 席  

委 員   小山  幸宏 出 席  

職務のため出席 

した者の職氏名 
教育総務課・施設庶務担当 主任 中村 高朗（書記） 

説明のため出席 

した者の職氏名 

教育総務課長 中島 弘恵 学校教育課長 渡邊 重樹 

教育センター所長 加藤 哲郎 社会教育課長 小平 幸治 

藤久保公民館長 吉田 徳男 図 書 館 長 芹沢 利也 

文化財保護課長 小川 智東 政策推進室副長 南雲 玲 

会 議 の 大 要 

(日程第１) 開会 開会宣言（教育長） 

会議録の承認 
１１月定例会会議録は承認された。 

本日の会議録署名委員に、池上職務代理を指名した。 

(日程第２) 

教育長の報告 
 なし 

(日程第３) 議事 

議案第４８号 三芳町行政組織条例改正に係る意見について 
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教育長 

教育総務課長 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

委員 

 

委員 

 

 

委員 

 

 

委員 

 

委員 

 

 

学校教育課長 

 

 

図書館長 

 

委員 

 

 

政策推進室副室長 

 

委員 

 

委員 

〇議案第４８号 三芳町行政組織条例改正に係る意見について 

 教育総務課長より説明をお願いします。 

 提案理由及び概要を説明 

【質疑等内容】 

 未来創造課に図書館が移管されることですが、三芳町図書館は貸し出し数

１位を２０年近くとり、教育現場においても住民に愛される図書館でありま

す。その使命は所管がどこであっても変わらないものだと思います。図書館

にとって大切なのはどこがやるかではなく、何を行うかであると考えます。

その観点でいえば、教育委員会から未来創造課に移管されることは何ら問題

ないと思います。組織の活性化が図られ、図書館もバージョンアップされ、

より相乗効果をもって未来創造課に移管されることを期待します。また、図

書館の公共性、専門性などを維持するために、図書館協議会の重要性が増し

ていくと思います。住民の声を吸い上げ、行政へ受け渡す役割を引き続き担

うことを期待します。併せて、委員が柔軟に対応できる体制を整えていただ

き、力を発揮してほしいと思います。 

 時代とともに発展的にそれぞれの場所が進んで行くことが望ましいと思

います。よって図書館がこのような形で移管されることについて異論はあり

ません。また、各学校の司書と図書館司書との連携について、維持されると

説明がありましたが、より良くなるように進めてほしいと思います。 

 子どもから大人まで愛される図書館が新たな図書館となり、これまで以上

に楽しめる図書館が出来ることを期待します。 

 丁寧に説明もいただき、他の委員の皆様と同じ思いです。前向きに丁寧に

進めていることも感じており、内容についても問題ないので賛成したいと思

います。 

 学校との連携についてですが、教育現場でも慣れ親しんだ図書館ですの

で、移管されても学校現場、教育委員会としっかり連携を図ることに、今ま

で以上に力を入れてほしいと思います。 

 定期的に教育委員会との交流・意見情報交換の機会はあればよいと思いま

す。 

 子どもの読書活動の推進について、今までの活動をそのまま継続していく

ことが望ましいと思います。また、学校現場、教育委員会とも密に連絡をと

りあい、進めてほしいと思います。 

 学校教育課の指導主事が担当となり、図書館司書や学校の司書と毎月連携

を図っており、情報共有や依頼事項などについてもやり取りを行っておりま

す。今後も現在の体制を継続する方針です。 

 図書館としても、引き続き継続し、読書活動を盛り上げていきたいと考え

ております。 

 一部改正する条例について、未来創造課のなかに地域交流に関することと

あるが、これは藤久保公民館の機能が未来創造課に移管されるということで

しょか。 

 ご認識のとおりとなります。従来の藤久保公民館の機能を担保、発展させ、

施設の機能を含め様々なものを生み出してく課となります。 

 未来創造課は図書館と公民館の機能も備えた、ハイブリットな課となるの

で期待しております。 

 公民館運営審議会がありますが、こちらはどのような関わりかたになるの

でしょうか。 
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政策推進室副室長 

 

教育長 

 公民館運営審議会について、藤久保公民館のみ交流センターという別の形

となりますが、中央公民館、竹間沢公民館が存続するので、公民館運営審議

会の活動は継続していきます。交流センターについては、公民館運営審議会

の対象からは外れますが、新しい協議体など設置する必要があると考えてお

ります。 

 新しい施設となれば、利用者人数の増加や、利用者の幅も広がると思いま

す。施設を使う人たちに優しい施設であってほしいと思います。 

 今までの公民館以上に、いろいろな活動が出来る要素が多く詰まった素晴

らしい設備だと思います。このような施設を利用した未来を創造する活動に

ついて、具体的な案などはあるのでしょうか。 

 藤久保拠点の各機能や運用についての検討委員会があり、その中で検討を

進めております。 

色々な意見を賜りましたが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第

２９条の規定に基づき、本議案について求められた意見の回答として適当で

あるとしてよいか採決を行います。 

《採決の結果、議案第４８号は挙手総員により適当であるという回答で可決

されました。》 

 

(日程第４) 

その他 
なし 

(日程第５) 閉会 閉会宣言（教育長） 

事 務 連 絡 

なし 

閉会時間 午後２時００分 

 


